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研究成果の概要（和文）：本研究は，住宅地を構成する住宅群と外部空間，近隣商業施設をコミュニティ形成の
場として捉え，その整備の方向性を探ること，ならびにソーシャルキャピタルの活動を活性化させるための地域
再編計画を立てるための知見を得ることを目的としている。そのために，主として郊外住宅地を対象とするが，
その比較対象として，東日本大地震・熊本地震被災地，農村部，既成市街地での調査を併用した。その結果，地
域施設を核としたコミュニティ活動は確認することができたが，民間施設など新しい動きはまだ社会変革の核に
は成りえていないこと，その一方で高齢化の進行はまったなしの状態であり，やはり公共の地域施設の役割が大
きいことがわかった。

研究成果の概要（英文）：This study aims to clarify the direction of redevelopment of the houses, the
 external spaces and the neighboring commercial facilities as place to reform community in the 
neighborhood units. It also intends to obtain findings to make rebuilding plan of residential area 
to activate resident activities with social capital. For that purpose, mainly suburban residential 
areas were selected as surveyed one. As comparison targets, the areas suffered by the Great East 
Japan Earthquake in 2011 and Kumamoto earthquake in 2016, the rural areas and the existing urban 
areas were surveyed. As a result, although community activities at regional facilities could be 
confirmed, new movements such as use of private facilities as community space have yet to become 
core areas of social change. For countering the progress of aging, we should consider the role of 
public regional facilities.

研究分野： 建築計画

キーワード： ソーシャルキャピタル　地域施設　郊外住宅地　コミュニティ　まちづくり
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１．研究開始当初の背景 
我が国の郊外住宅地開発、とりわけ千里ニ

ュータウンなど大規模な住宅地開発は、当時
の日本の住宅事情を緩和するものとして大
いに期待された。確かに都市部に流入する人
口を吸収するという当時の役目は果たした
と言えよう。しかしながら、当初の計画では、
入居した家族のうち親世代はいずれニュー
タウン外に転出し、その後には若い世帯が入
居するという循環サイクルが起こるという
前提で人口予測がなされていた。実際には親
世代が留まったことにより、開発から 50 年
を経た今、世帯主の現役引退・高齢化が懸念
されるようになってきた。それと同時に、空
き地・空き家の増加、商業施設の衰退、建物・
インフラの老朽化といった物理的な課題を
抱えるようになっており、何らかの対策が求
められているのは周知の通りである。 
これらの郊外住宅地が抱える複雑な課題

に対して、これまで数十年にわたって学術研
究がおこなわれ、課題の整理や施策提案がな
されてきた。また、国や自治体だけでなく、
郊外住宅地開発を進めてきた鉄道事業者も、
ニュータウン再生事業や住み替え支援など、
様々な事業展開を行ってきた。 
しかし、ニュータウンが抱えるさまざまな

課題を包括的に解決できてはいない。さらに、
新住民というカテゴリーの人々は、村落共同
社会から離脱した存在として、コミュニティ
意識が低いあるいは嫌悪しているというス
テレオタイプの見方が現在も生きている。実
際には入居当時は見ず知らずの存在であっ
た隣人は、子育て期を経て濃密なコミュニテ
ィを形成するようになってきているという
現状は見過ごすことはできないであろう。 
これまで、増加する人口の受け皿として施

設等の建築物を整備してきたが、その施設整
備主導の発想を改め、建築は地域資源の一つ
であることを認識し、当該施設をいかに活用
するかという視点が求められている。そのよ
うな中での、「ソーシャルキャピタル」の現
状、とくにそれらの「利他」的行動に着目す
ることは、地域資源を活用するうえで欠かせ
ない観点であると考える。 
 
２．研究の目的 
郊外住宅地は、空き地・空き家の増加、商

業施設の撤退、建物・インフラの老朽化とい
った物理的な課題のみならず、住民の高齢化
やコミュニティ活動の低下などソーシャル
な課題など様々な問題が山積している。それ
らの課題解決に向けては、地域資源の一つで
ある集会施設や商業施設など、代表者が長年
研究を進めてきた地域施設の再編が重要で
あると考える。そのために本研究は、住宅地
を構成する住宅群と外部空間、近隣商業施設
をコミュニティの場として捉え、その整備の
方向性をさぐること、ならびにそれらの施設
を地縁的な活動やボランティア・ＮＰＯ活動

の拠点の創出拠点として整備し、「利他」的
行動を含むソーシャルキャピタルの活動を
活発化させるための再編計画を立てるため
の知見を得ることを目的としている。 
 
３．研究の方法 
 本研究では、研究代表者などの研究実績な
らびに研究期間を考慮し、郊外住宅地を構成
する「住宅」「外部空間」「地域施設」という
課題に分割し、まず現状把握を行う。とくに
「利他」の概念を援用して郊外住宅地の社会
的な構造を明らかにするために、住宅地の空
間変容実態を各種の資料により明らかにす
ると共に、現地におけるヒアリング調査など
を多用して高齢者層を含めたコミュニティ
活動の実態を調査し解明する。 
研究対象は、代表者らが長年研究のフィー

ルドとしてきた千里・泉北ニュータウンや大
阪府北部の郊外住宅地のみならず、新たに湾
岸部ニュータウンや地方の郊外住宅地も対
象とする。また、従来から実施してきた地域
施設の立地状況や利用状況の把握やソーシ
ャルキャピタルの現状把握に加えて、「利他」
概念の適用性を理論的に検討し、最終的には
それらを包含した形で提言する。 
 
４．研究成果 
4.1〔2015年度〕 

2015年度は，上記３の方法に従って，以下
のような研究を行った。 
（１）基礎的な調査として，他分野の文献を
集めて，「利他」的行動の特性を整理した。 
（２）千里・泉北ニュータウンを対象とした
調査：両ニュータウンを対象として人口構造
（図１）や地域施設の立地状況の経年変化
（図２）を把握し，両ニュータウンの差異を
明らかにした。 
また，ＮＰＯなどソーシャルキャピタルの

活動状況を調査し，鉄道駅周辺とそうでない
地区での立地状況の差異を明らかにした。両
ニュータウンは我が国を代表するニュータ
ウンで，かつ開発後５０年を経ていることか
ら，それらに続くニュータウンの今後を占う
上でも重要な調査と位置付けられる。 
（３）その他の地区に対する調査：（１），（２）
は申請書に記載した通りの研究実績である
が，それらに加えて次のような２つの調査
（①被災地，②地方）を併せて実施した。 
 

 
図１ 千里 NT、泉北 NT の人口構成の変化 



 

①被災地の調査：東北地方の震災復興地域に
おいて，コミュニティ拠点の整備プロセスと
運営方法について調査を行った（表１）。な
お，これはＨ26年度までの代表者の科研（Ｂ）
の継続としても重要であると考えられる。被
災者の発案によって整備されたコミュニテ
ィ拠点とそれ以外の人の発案によって整備
されたコミュニティ拠点とでは，その運営方
法や地域における役割，利用のされ方が異な
ることが明らかとなった。前者は従来のコミ
ュニティの受け皿として利用され，後者は震
災後に生まれた新しいコミュニティの受け
皿として利用される傾向が見られた。 

 

 
②地方における調査：広島県湾岸部のまちづ
くりを対象として，空き家再生によるコミュ
ニティ拠点を中心としたまちづくりの状況
を明らかにした。ニュータウンとは異なる地
区でのコミュニティの現状を示したと考え
る（図３）。 

空き家を活用してまちづくりに発展させ
ている広島県内の 6活動団体を対象に行った
調査からは，民間団体が主体となって運営さ
れている事業は継続的かつ発展的に活動が
行われ，行政が主体となって運営されている
事業は活動が硬直化している傾向にあった。 
 
4.2〔2016年度〕 
 2016年度は，上記３の方法に従って，以下
のような研究を行った。 

 

（１）兵庫県のニュータウンを対象とした調
査：2015年度は，大阪府の千里・泉北ニュー
タウンを対象としたが，2016 年度は兵庫県に
おいて我々が過去に調査したニュータウン
をメインとしていくつかの郊外住宅地を対
象として，人口構造や地域施設の立地状況の
経年変化（図４）を把握し，各ニュータウン
の特徴を明らかにした。 
建設当初から地区計画により住宅地の一

部に施設の発生を誘導した 2ニュータウンを 
 

 

図４ 地区計画による街角施設誘導地区における 

施設発生率の変化（2000年・2016年） 

西神南ニュータウン（神戸市） 

ウッディタウン（三田市） 

図３ 民間主導の空き家再生プロジェクトにおける

事業者の広がり（尾道空き家再生プロジェクト） 

表１ 被災地におけるコミュニティ拠点の運営 

図２ 近隣センターの施設構成比率の経年変化 



対象に施設の経年変化を調査したところ，
2000年当時，過剰に発生した施設は，年月の
経過とともに大きく減少しているほか，西神
南 NT では喫茶店や物品販売施設，クリーニ
ング店が消滅していることがわかった。誘導
施策によって住宅地内に街角施設は発生し
ているが，その業種や施設数は，住民のニー
ズに合わせて大きく変化していることがわ
かった。 
（２）民間開設のコミュニティ活動拠点の実
態把握：市民活動を支援するレンタルスペー
スを持つ民間施設を対象として，施設の開設
経緯や利用実態を明らかにすることと，開設
と運営に際するソーシャルキャピタルの影
響を探ることを目的に吹田市と豊中市の７
施設を対象にヒアリング調査を中心とした
研究を行った（図５，表２）。その結果，開
設経緯や利用実態の多様性が明らかになっ
た。また，運営者が NPO法人とつながりがあ
る場合は，関係者外に助言を求めることが少
ないほか，コミュニティ活動拠点が公益的に
なる傾向が見られた。 

 

 
（３）公営住宅の集会施設の計画と利用：既
成市街地のコミュニティを活性化するには，
比較的人口が密集している場所での集会施
設の活用が欠かせない。ここでは豊中市の公
営住宅団地という比較的高齢者が集住して
いる地区において，当該団地に設置されてい
る集会施設の運営主体によって，その利用状
況の差異を考察した（表３）。 
地域住民が運営している公営住宅集会所

は，地域住民が利用しており，団地住民の利
用はみられず，地域の集会所と化しているこ
とがわかった。しかし，社会福祉協議会が運
営している公営住宅集会所では，福祉関係の 

 
 
活動が活発であり，今後のコミュニティ施設
の運営方法としてモデルになる可能性があ
る。 
 
4.3〔2017年度〕 
 2017年度は，上記３の方法に従って，以下
のような研究を行った。 
（１）民間企業開発のさつき野住宅を対象と
した研究：2016年度までは公的開発ニュータ
ウンを対象としたが，2017年度は東急不動産
が開発した堺市美原区に存在する「さつき野
住宅」を対象とし，全戸へのアンケート調査
を実施して住民のコミュニティへの意識を
探った。その結果，現状のコミュニティ活動
は活発であることが明らかになった。その一
方で，自治会活動を負担に感じ始めている高
齢者が増加しつつある現状等を把握した（表
４）。また，戸建て住宅の用途変化に対する
許容度については，賃貸住宅は「可」，サロ
ンはどちらとも言えず，店舗は「不可」とい
う傾向が見られ，整った町並みが資産と考え
る住民が多く，ハード的な変化への許容度は
低いことがわかった（図６）。 
 

表４ コミュニティ活動への参加意向 

これまで
積極的に
参加

今後
積極的に
参加

変化量

自治会活動への参加 51% 32% ▲19%
地域の催しへの参加 44% 32% ▲12%
自治会活動への参加 63% 19% ▲44%
地域の催しへの参加 57% 24% ▲33%

男性

女性
 

表３ 多様な主体による公営住宅集会所の 

運営と利用 
野田住宅集会所 服部コミュニティ第2会館 刀根山集会所

地域住民運営型 地域住民運営型 団地住民運営型
2004年（Ｈ.16年） 1996年（Ｈ.8年） 1969年（Ｓ.44年）
社会福祉協議会 地域自治会 団地自治会

豊中市野田町17－1 豊中市服部寿町3－7－2 豊中市刀根山5－3
147㎡ 123㎡ 98㎡

利用料金 有料、営利目的の利用は別料金 有料、営利目的の利用は別料金
市営住宅住民主体での活動の利用
料は無料

宗教利用/物販販売 ○/△（出来れば禁止したい） ○/○ ○/○
政治利用/葬儀/営利 ○/○/△（出来れば禁止したい） ○/○/○ ○/○/○

その他
特に決まりはないが営利目的や物販
販売は禁止したい

・宿泊は禁止
・近くのファストフード店も自治会に参
加しており会議での利用あり
・葬儀会館の利用が増えたことで葬
儀での利用はほとんどない

年に一回程度、葬儀での利用あり

毎月申込用紙に記入
役員に電話し確認をとった後、
申請書に記入

新規の利用者がいないため、
予約方法は定めていない

社協の会長、副会長、書記、会計の
５人が管理

自治会長、副会長、自治会員が管理 自治会長と管理委員が管理

集会所内の掃除や鍵の管理を行う
管理者の必要性を感じる

特になし エアコン等の設備を更新したい

・前運営委員会時に利用者がほとん
どおらず集会所の運営が困難となり
閉鎖した。

・そのため豊中市が社会福祉協議会
に声をかけ、現在社会福祉協議会の
拠点として利用されている。

特になし 特になし

集会所の使用料 集会所の使用料 集会所の使用料（学習塾）

利用者の属性

　○：市営住宅住民の利用
●：地域住民の利用

●地域団体/フラワー教室
●地域団体/絵画教室
●地域団体/茶道教室
●地域住民/折り紙教室
●地域住民/体操
●社会福祉協議会/カフェ
●社会福祉協議会/会議

●地域住民/空手道
●理容組合/会合
●地域自治会/紙粘土サークル

●地域住民/学習塾
○市営住宅自治会/サークル活動

新規利用者の有無 なし なし なし
防災訓練、南部フェスのスタッフ控室
としての利用

婦人部による餅つき大会の開催 なし

・幸センター
・野田センター
・東町センター

・服部寿センター
・穂積会館

・刀根山小学校のコミュニティルーム
・刀根山蛍池会館

周辺に無料で使うことが出来る共用
利用施設があるが、利用時間の制
約があり融通が利かない

なし

・小学校のコミュニティルーム…校区
の協議会の定例会　夏祭り、体育祭
の打ち合わせでの利用
・刀根山蛍池会館…利用はあまりな
い
・刀根山集会所…団地住民の話し合
いやサークル活動での利用

管理運営委員会の主な構成員

集会所名称

外観写真

配置図

運営形態
建設年度

これまでの主な出来事

所在地
床面積

運
営
実
態

利
用
制
限

居住地/飲食/飲酒

管理運営費用の収入源

限定しない/○/○ 限定しない/○/○

予約の方法

鍵の管理方法

集会所の使い勝手

限定しない/○/○

利
用
実
態

利
用
者

非日常的利用

周辺の公共集会施設

周辺の集会施設
との使い分け

表２ 民間のコミュニティスペースの開設と運営時に

おける人的ネットワークの活用 

図５ 人的ネットワークの分類 

 



 

 

 
さらに，さつき野センターへの要望として

は，食，健康，文化が上位を占め，人との出
会いやコミュニティに対する要望は必ずし
も高いとはいえないことがわかった（図７）。 
（２）コミュニティスペースを有する民間施
設を対象とした研究：2016 年度に引き続き，
民間のコミュニティスペースを対象として，
その開設経緯や利用実態を調査した。特に，
公共集会施設と民間のコミュニティスペー
スの使い分けに着目して調査した結果，公共
のコミュニティ施設の利用目的に比べ，民間
のコミュニティスペースの利用目的は複数
あり，人との出会いや会話など，交流を目的
に利用することが多いことがわかった（図
８）。 

このように，民間のコミュニティスペース
と公共のコミュニティ施設の利用目的は異
なり，利用者が使い分けを行っていることが
わかった。人口増加に対して交流の場を量的
に提供してきた公共のコミュニティ施設に
対して，今後はその余剰分の活用方法や再編
がなされなくてはならない。さらに民間のコ
ミュニティスペースのような，柔軟に活動を
行える環境の整備や，運営側と利用者が継続
的に活動や交流を行える施設の整備，複数の
目的を持った多様な人が出会う場所として
のコミュニティ施設の運営が必要であると
考えられる。 

 
（３）ニュータウンの外部空間における花壇
の維持管理に関する調査：花壇の維持管理を
通じたコミュニティ形成のあり方を探るた
めに，神戸市須磨ニュータウンを対象として
市民花壇と勝手花壇の管理実態を調査し，現
状を把握した（図９～図 10）。 
 住民による自主的な花壇整備が，必ずしも
花壇整備だけにとどまらず，地域の清掃活動
や子供の登校見守り活動に発展したり，地域
すべての公園の管理を行いながらカーニバ
ルを開催するなど活用している例がみられ
た。花壇整備が，オープンスペースを地域共
有資源としてコミュニティ形成に寄与する
可能性を持っていることがわかった。 

 

図８ 公・民のコミュニティ施設の利用目的（M.A.） 

図７ さつき野センター（商業地域）への要望 

図６ 戸建て住宅の用途変化に対する許容度 

図９ 花壇活動からまちづくり活動に発展した事例 

図 10 地域のすべての公園を管理、活用した事例 



（４）集落におけるコミュニティ形成に資す
る神社を対象とした研究：三重県熊野市を対
象として，神社を含む公共集会施設の管理運
営を通じたコミュニティ形成の実態を調査
することでその実態を明らかにし，集落にお
けるコミュニティ活性化の手法を探るなど，
さまざまなフィールドにおけるソーシャル
キャピタルの活用状況を明らかにした。（表
５，図 11）。 
集落のコミュニティ形成・維持においては，

祭りなどの宗教的行事が重要な役割を果た
しており，その行事運営を支えているのは，
宗教施設だけでなく，公共集会施設も大きな
役割を担っていることがわかった。 

 

 
4.4〔まとめと提言〕 
 以上３か年にわたる研究で，既成市街地や
ニュータウンから農村集落まで，公的施設か
ら民間施設まで，平常時と非常時といったよ
うに様々な段階におけるコミュニティ形成
のための地域施設の利用実態と「利他」行動
を含めたソーシャルキャピタルのありかた
を明らかにできたと考える。 
 基本的に「利他」行動を必要であるからと
いって創造することは困難であり，持続的な
周辺環境の整備や地域コミュニティ活動が
欠かせないことを最後の提言とする。 
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図 11 公共集会施設と宗教施設の補完関係 
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表５ 公共集会施設の宗教的利用 


